
お客様からの相談の受理

お客様
当社の製品やサービスを購入する人（消費者）、及び製品の
販売に関わる流通業者（卸店、小売店等）、医院・医師、行政
機関（監督官庁、保健所、国民生活センター、消費生活センター、
警察等）、ＡＤＲ機関、ＰＬセンター、工業会など、当社の事業に
関わるすべての人・機関をさす

お客様

お客様相談室

苦 情 問合せ

製品または附帯サービスに関連
するお客様の不満足の表明

苦情以外のお客様の申出

営業担当



相談情報の活用



苦情対応フロー

お客様 営業部門

◇苦情内容・お客様の要望確認→回答→専用システムに登録
◇回答文書の作成、代品の発送、苦情現品の引き取り
◇調査の必要性判断→調査依頼

お客様相談室

ＣＳＲ推進部品質チーム

調査部門

ＣＳＲ推進部品質チーム

お客様相談室

◇苦情内容の詳細確認
→重大苦情の場合は「製品事故防止・リコール実施判断規程」へ

◇調査依頼部門への調査指示

◇発生原因調査、再発防止策検討
◇調査回答作成

お客様相談対応マニュアル抜粋

◇調査結果を専用システムに登録
◇お客様向け報告書作成

◇発生原因調査、再発防止策検討
◇調査回答作成



商品回収の判断と実施

事故発生・事故の兆候
お客様相談室にて事故情報収集

事実関係把握
調査チームを立上げて事実関係把握

→製品事故の程度、法令違反の有無、
不良の範囲などを把握

重要度判断、緊急対策協議会を開催
→リコールの要否、対応方針決定

リコールの実施
準備室をリコール対応本部として機能
→「リコール対応マニュアル」に則り対応

◇人または財産への危害発生または予測
◇法令違反またはその疑い

◇調査チーム
薬事品：品質保証責任者
上記以外の製品：CSR推進部長
をチームリーダーとして関連部所招集

◇関連行政へ報告、マスコミへ告知
◇流通への告知
◇顧客への告知と対応

リコールの判断
→必要と判断の場合準備室立ち上げ

◇緊急事態処理システムに則り対応
トップ判断（経営会議）

製品事故防止・リコール実施判断規程抜粋



製品事故報告フロー

事故発生・事故の兆候
お客様相談室にて事故情報収集

事実関係把握
調査チームを立上げて事実関係把握

→製品事故の程度、法令違反の有無、
不良の範囲などを把握

事故レベルに応じて経産省またはＮＩＴＥ
へ報告（情報入手後１０日以内）

製品事故対策協議会立ち上げ
→事故対応（追加報告、被害者対応、
原因究明・再発防止、情報開示）

◇人または財産への危害発生または予測
◇法令違反またはその疑い

◇調査チーム
薬事品：品質保証責任者
上記以外の製品：CSR推進部長
をチームリーダーとして関連部所招集

◇ＣＳＲ推進部担当役員を議長とし
関連メンバーを招集

事故レベルの層別
→層別結果に基き行政へ相談指示

◇緊急事態処理システムに則り対応

製品事故防止・リコール実施判断規程抜粋

◇リコール実施判断規定のサブシステム
として運用



商品回収の定義と種類

リコール：流通及び販売段階からの製品の引取り、
並びに消費者の保有する製品の交換、改修
又は引取りを実施すること
回収と同義
行政命令による回収だけでなく、当社判断
による自主回収も含む

◇消費者及び流通からの回収
社告を掲載し、消費者からも積極的に引取り実施

◇店頭・流通に限定した回収
店頭・流通に限定し、消費者からの製品引取りは
積極的には行わない



最近の商品回収事例

１．商品名：バルサン飛ぶ虫氷殺ジェット、バルサン這う虫氷殺ジェット

２．回収開始日：２００７年８月２７日

３．社告掲載 第１回：２００７年８月２８日
第２回：２００７年９月４日
第３回：２００７年１１月１３日（下記文面参照）


